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事業・なりわい再生支援 



＜広域まちづくり支援：2021～＞ 
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事業・なりわい再生支援 
営農再開支援 
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まちづくり支援 

事業・なりわい再生支援 
営農再開支援 

産業創出支援 
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発足当初 

2015 



12市町村全体 

うち      
浪江町・双葉町 
大熊町・富岡町 

 交流人口/関係人口拡大 

 新たな産業創出 

0% 50% 

 特に、帰還困難区域を抱える 
地域は依然厳しい状況 

% 

% 

帰還再開 移転再開 

27% 

20% 



 復興政策や地域の状況変化に応じて、 
必要により見直しや改定を行う柔軟な運用 


 政府の復興基本方針で示された 
 第３期復興・創生期間と整合 

2015 



官民合同チーム 新五箇条
一、労を惜しまず、とことん取り組む

事業・なりわい・生活の再建と自立、地域の発展のために、自分事として、労を惜しまず、
とことん取り組む。

一、謙虚にお話を伺い、真の思いを理解する
被災された方々の御苦労を胸に刻み、謙虚にお話を伺い、真の思いを理解する。

一、対話を深め、広い視野で提案する
対話を深め、全体を俯瞰する広い視野を持ち、復興の状況に応じた最適な施策を提案する。

一、チームワークを高め、関係機関と協働する
チームワークを高め、関係機関と協働することで、多様なネットワークと専門性を総動員し、
成果を追求する。

一、「希望の地」を目指して、新たな取り組みに挑戦する
高い志を持って、「希望の地」を目指し、失敗をおそれず、新たな取り組みに果敢に挑戦する。

“相双の復興なくして福島の復興なし。福島の復興なくして日本の再生なし。
復興のその先にある未来へ”

「 
」

・・・・ 





営農再開支援 
 担い手への農地集積・集約を 

中心とした生産面に係る支援 
 農業産出額増加に向けた 

販路拡大等支援 

産業創出支援 
 「稼げる」新結合の形成支援 
 「生活の質向上に資する」 

 新結合の形成支援 

広域まちづくり支援 
 まちづくりへの総合的支援 
 関係人口拡大に向けた 

取組の推進 

横断的取組 
分野横断プロジェクト 
情報発信 
事業基盤の整備 

事業・なりわい再生支援 
 再開/進出/創業事業者の自立 

・継続支援 
 地元団体との協業・事業者間 

マッチング推進 
 水産仲買・ 

加工業への支援 
 



【参考】福島相双復興推進機構/福島相双復興官民合同チーム 第3期中期計画 概要 


